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〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品
及
び
添
加

物
の
安
全
性
審
査
を
経
た
生
物
及
び
添
加

物
の
公
表
を
行
う
件
（
内
閣
府
一
二
二
）

〇
悠
仁
親
王
殿
下
は
、
令
和
七
年
九
月
六
日

に
成
年
式
を
済
ま
せ
ら
れ
た
件

（
宮
内
庁
一
二
）

〇
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
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間
の
書
簡
の
交
換
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す
る
件

（
外
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〇
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材
育
成
奨
学
計
画
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〇
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空
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整
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た
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贈
与
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関
す
る
日
本
国
政
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ト
ン
ガ

王
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す

る
件
（
同
三
四
三
）

〇
個
人
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計

算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る
租
税
特
別
措

置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
負
担
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所

得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す

る
同
法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
係
る
公
益
法
人
等

並
び
に
基
金
及
び
期
間
を
指
定
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
財
務
二
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）

〇
保
安
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指
定
施
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要
件
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
一
三
七
四
〜
一
三
八
一
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま

い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系

群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か

た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち

い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本

海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
）
に
関
す
る
令

和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す

る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
同
一
三
八
二
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋

系
群
、す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北
部
系
群
、

す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す

け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、

ぶ
り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
））に
関
す
る
令

和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す

る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
同
一
三
八
三
）

〇
肥
料
を
登
録
し
た
件

（
同
一
三
八
四
、
一
三
八
五
）

〇
国
土
交
通
省
所
管
の
補
助
金
等
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
一
部
を
都
道
府
県
の
知
事

が
行
う
こ
と
と
な
っ
た
件
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
国
土
交
通
八
六
四
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
褒

賞
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

貸
金
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
日
本
貸
金
業
協
会
か
ら
の
届
出
に
関
す
る

公
示
（
金
融
庁
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
九
五
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁押

収
物
還
付
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、

再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

特
殊
法
人
等

企
業
年
金
基
金
清
算
結
了
・
清
算
人
退
任

関
係

会
社
そ
の
他





そ

の

他

告

示

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品
及
び
添
加
物
の
安
全
性
審
査
を
経
た
生
物

品
種

名
称

申
請

者

と
う
も
ろ
こ
し

コ
ウ
チ
ュ
ウ
目
害
虫
抵
抗
性
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
Ｍ
Ｏ
Ｎ

95275系
統

バ
イ
エ
ル
ク
ロ
ッ
プ
サ
イ
エ

ン
ス
株
式
会
社

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品
及
び
添
加
物
の
安
全
性
審
査
を
経
た
添
加
物

品
目

名
称

申
請

者

セ
ル
ラ
ー
ゼ

Ｊ
Ｐ
Ａ
Ｎ
011株

を
利
用
し
て
生
産
さ
れ
た
セ
ル
ラ
ー

ゼ
ノ
ボ
ザ
イ
ム
ズ
ジ
ャ
パ
ン

株
式
会
社

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
宮
内
庁
告
示
第
十
二
号

悠
仁
親
王
殿
下
は
、
令
和
七
年
九
月
六
日
に
成
年
式
を

済
ま
せ
ら
れ
た
。

令
和
七
年
九
月
九
日

宮
内
庁
長
官

西
村

泰
彦

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
四
十
一
号

令
和
七
年
七
月
十
七
日
に
テ
ィ
ン
プ
ー
で
、
人
材
育
成

奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の

交
換
が
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

二
億
四
千
三
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日

本

側

小
野
啓
一
在
ブ
ー
タ
ン
大
使

ブ
ー
タ
ン
側

ペ
マ
・
ツ
ォ
モ
外
務
省
二
国
間
局
長

令
和
七
年
九
月
九
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
四
十
二
号

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日
に
ホ
ニ
ア
ラ
で
、
人
材
育
成

奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の

交
換
が
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

一
億
七
千
八
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日

本

側

樋
口
惠
一
在
ソ
ロ
モ
ン
大
使

ソ
ロ
モ
ン
側

ピ
ー
タ
ー
・
シ
ャ
ネ
ル
・
ア
ゴ
バ
カ
外

務
貿
易
大
臣

令
和
七
年
九
月
九
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号

令
和
七
年
八
月
十
九
日
に
ヌ
ク
ア
ロ
フ
ァ
で
、
フ
ァ
ア

モ
ツ
国
際
空
港
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の

概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ト
ン
ガ
王
国
政
府
と
の
間
に
行
わ

れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

フ
ァ
ア
モ
ツ
国
際
空
港
整

備
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務

の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

二
十
五
億
四
千
九
百
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

令
和
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

４

署
名
者

日
本
側

稲
垣
久
生
在
ト
ン
ガ
大
使

ト
ン
ガ
側

ア
イ
サ
ケ
・
ヴ
ァ
ル
・
エ
ケ
首
相

令
和
七
年
九
月
九
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
財
務
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四

十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
個
人
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要

経
費
に
算
入
す
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

負
担
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
同
法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
一

項
第
五
号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
係
る
公
益
法
人
等
並
び
に

基
金
及
び
期
間
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
九
月
財

務
省
告
示
第
三
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

別
表
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
（
東
京
都
千
代
田
区

神
田
淡
路
町
二
丁
目
九
番
地
）
の
項
中
「
ま
で
」
の
下
に

「
及
び
同
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
」
を
加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
下
伊
那
郡
喬
木
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。喬

木
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
喬
木
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
野
沢
温
泉
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）、栄
村（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。栄

村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
栄
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
二
号

次
に
掲
げ
る
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
生
物
及
び
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
生
物
を

利
用
し
て
製
造
さ
れ
た
添
加
物
に
つ
い
て
は
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百

七
十
号
）
第
１
の
Ａ
の
２
及
び
第
２
の
Ｄ
に
規
定
す
る
安
全
性
審
査
を
経
た
の
で
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
食
品
及

び
添
加
物
の
安
全
性
審
査
の
手
続
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き

公
表
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正

後
改

正
前

さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま

い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く

ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内

海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
１
月
１
日

か
ら
同
年
12月
31日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け

る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま

い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖

流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く

ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内

海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群

に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
１
月
１
日

か
ら
同
年
12月
31日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け

る
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項

各
号
に
掲
げ
る
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
さ
ん
ま

第
一
さ
ん
ま

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
上
伊
那
郡
飯
島
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の

伐
採
を
禁
止
す
る
。

飯
島
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
飯
島
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
南
佐

郡
北
相
木
村
（
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）、
北
相
木
村
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
北
相
木
村
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
七
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
北
佐

郡
御
代
田
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）、
御
代
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の

防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
御
代
田
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
伊
那
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
伊
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
南
佐

郡
小
海
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
小
海
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
小
海
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
八
十
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十

一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
四
十
五
号
（
特
定
水
産
資
源
（
さ
ん
ま
、
ま
あ
じ
、
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
、
ま
い

わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
う
る
め
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平

洋
系
群
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群
及
び
ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
）
に
関
す
る
令
和
七
管
理
年

度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す
る
件
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
九
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎





三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン） （単位：トン）

大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量 大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量

さんま北太平
洋さんま漁業
（漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分）

86100


さんま北太平
洋さんま漁業
（漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分）

77940


さんま北太平
洋さんま漁業
（漁獲量の総
量の管理を行
う管理区分）

0


さんま北太平
洋さんま漁業
（漁獲量の総
量の管理を行
う管理区分）

8160


（略） （略） （略） （略）

第二～第九 （略） 第二～第九 （略）

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対

応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年

第一～第四 （略） 第一～第四 （略）
第五 するめいか 第五 するめいか
一・二 （略） 一・二 （略）

３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン） （単位：トン）

大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量 大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量

（略） （略） （略） （略）

するめいか小
型するめいか
釣り漁業

3500


するめいか小
型するめいか
釣り漁業

2800


（略） （略） （略） （略）

第六～第八 （略） 第六～第八 （略）

令
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年
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
日
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
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号

官
報

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 三 百 八 十 三 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 三 月 七 日 農

林 水 産 省 告 示 第 三 百 六 十 二 号 （ 特 定 水 産 資 源 （ す け と う だ ら 太 平 洋 系 群 、 す け と う だ ら 日 本 海 北 部 系

群 、 す け と う だ ら オ ホ ー ツ ク 海 南 部 、 す け と う だ ら 根 室 海 峡 、 す る め い か 、 ぶ り 、 み な み ま ぐ ろ 及 び

く ろ ま ぐ ろ （ 東 部 太 平 洋 条 約 海 域 ） ） に 関 す る 令 和 七 管 理 年 度 に お け る 漁 業 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 数 量 を 公 表 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 五 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 七 年 九 月 九 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎





令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

１ 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人
の名称及び住所
有効期間が３年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第109596号 化成肥料 オールマイティアル

ファ
福栄肥料株式会社 兵庫県尼崎市昭和南通

３丁目26番地
生第109608号 化成肥料 ホウ素入り化成肥料

12６７
清和肥料工業株式会
社

大阪府大阪市中央区備
後町四丁目３番４号

生第109609号 化成肥料 有機入り粒状625 片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第109611号 汚泥肥料 きぼうのほし２号 かぶとバイオファー
ム合同会社

大阪府大阪市北区南森
町一丁目４番19号

生第109612号 汚泥肥料 しんじ湖ゆうき
WEST

島根県 島根県松江市殿町一番
地

有効期間が６年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第109593号 配合肥料 タンクエースゼロ 株式会社サンセイ 岐阜県岐阜市川部２丁

目149番地
生第109604号 化成肥料 苦土・ほう素入り高度

NS288
サンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小

網町17番10
生第109610号 鉱さいマンガ

ン肥料
マンキチ27号 TOMATEC株式会

社
大阪府大阪市北区大淀
北二丁目１番27号

生第109613号 化成肥料 富士高度化成肥料Dd
756Cu号

富士肥料株式会社 三重県四日市市西末広
町４番17号

生第109614号 配合肥料 SPK 千代田肥糧株式会社 愛知県名古屋市港区藤
前二丁目201番５

輸第109586号 加工苦土肥料 Pro MagM 丸善薬品産業株式会
社

大阪府大阪市中央区道
修町二丁目４番７号

輸第109587号 硫酸アンモニ
ア

硫酸アンモニア 21.0 パーカー川上株式会
社

東京都中央区日本橋人
形町二丁目22番１号

輸第109590号 りん酸加里 第一りん酸加里 カゴメアグリフレッ
シュ株式会社

東京都中央区日本橋浜
町三丁目21番１号Fタ
ワー

輸第109591号 硫酸加里 硫酸加里 カゴメアグリフレッ
シュ株式会社

東京都中央区日本橋浜
町三丁目21番１号Fタ
ワー

輸第109594号 甲殻類質肥料
粉末

カニ殻 有限会社プラウド 兵庫県神戸市兵庫区三
川口町三丁目３番３
301号

輸第109603号 家庭園芸用複
合肥料

Seasol CommercialM 丸善薬品産業株式会
社

大阪府大阪市中央区道
修町二丁目４番７号

輸第109605号 家庭園芸用複
合肥料

Seasol PlusM 丸善薬品産業株式会
社

大阪府大阪市中央区道
修町二丁目４番７号

輸第109607号 混合りん酸肥
料

粒状混合りん酸肥料３
号

赤城物産株式会社 東京都千代田区神田和
泉町１番地１７東陽
ビル２階

輸第109615号 硝酸ソーダ とかち硝酸ソーダ 農事組合法人十勝協
同生産組合

北海道帯広市西八条南
四丁目10番地

輸第109620号 液状肥料 自然の守L 株式会社理研グリー
ン

東京都台東区東上野四
丁目８番１号

輸第109621号 けい酸加里肥
料

けい酸加里肥料２号 糸賀 仁 千葉県船橋市藤原７丁
目15番９号

輸第109622号 配合肥料 AGリキッドα アイアグリ株式会社 茨城県土浦市北神立町
２番地12

外第109616号 被覆窒素肥料 ハイコートN41S 株式会社ヌーボ 大韓民国京畿道水原市
勸善区西湖路89番５
102号

髙橋 治
（国内管理人）

千葉県柏市新柏１丁目
12番地の１ サンパセ
オ新柏Ｄ107号

２ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）は、次のとおりであ
る。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。）

１ 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人
の名称及び住所
有効期間が３年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109618号 加工りん酸肥

料
リンコレ15 小野田化学工業株式

会社
東京都港区海岸一丁目
15番１号

生第109623号 化成肥料 FTE・ジシアン有機
入りペレット030

徳島県協同肥料株式
会社

徳島県小松島市和田島
町字西浜手10番地25

生第109626号 汚泥肥料 にほんの恵み バイオ
アクティブIC

市原バイオサイクル
株式会社

千葉県市原市村上1433
番地３

生第109628号 混合堆肥複合
肥料

混合堆肥複合肥料858 片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第109632号 副産肥料 副産肥料2536G 片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第109634号 液状肥料 内海液状肥料V型フル
ボセリア

内海工業株式会社 岡山県倉敷市玉島柏島
7088番地

生第109656号 汚泥肥料 気仙沼市B炭化肥料 気仙沼市下水道事業 宮城県気仙沼市西みな
と町８番21号

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 三 百 八 十 四 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 七 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三

条 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 七 月 二 十 五 日 付 け を も っ て 次

の よ う に 肥 料 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三 条 の 二 第 六 項 に お い て 読 み 替 え て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 九 月 九 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 三 百 八 十 五 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 七 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三

条 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 八 月 十 二 日 付 け を も っ て 次 の

よ う に 肥 料 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 三 条 の 二 第 六 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 九 月 九 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎





次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改

正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

（ 略 ） （ 略 ）

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

１ （ 略 ） １ （ 略 ）

（ 一 般 会 計 ） （ 一 般 会 計 ）

目 目

（ 略 ） （ 略 ）

住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助

（ 地 域 居 住 機 能 再 生 推 進 事 業 、 住 宅 ・

建 築 物 防 災 力 緊 急 促 進 事 業 （ 暮 ら し 維

持 の た め の 安 全 ・ 安 心 確 保 モ デ ル 事

業 、 評 価 ・ 調 査 事 業 、 普 及 ・ 広 報 事 業

及 び 事 務 事 業 を 除 く 。 ） 、 密 集 市 街 地 総

合 防 災 事 業 、 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業

及 び ス マ ー ト ウ ェ ル ネ ス 住 宅 等 推 進 事

業 （ 地 域 生 活 拠 点 型 再 開 発 事 業 に 限

る 。 ） に 限 る 。 ）

住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助

（ 地 域 居 住 機 能 再 生 推 進 事 業 、 地 域 防

災 拠 点 建 築 物 整 備 緊 急 促 進 事 業 （ 建 築

物 耐 震 対 策 緊 急 促 進 事 業 に 係 る 事 務 事

業 並 び に 地 域 防 災 力 向 上 支 援 モ デ ル 事

業 に 係 る 評 価 ・ 調 査 事 業 、 普 及 ・ 広 報

事 業 及 び 事 務 事 業 を 除 く 。 ） 、 密 集 市 街

地 総 合 防 災 事 業 、 空 き 家 対 策 総 合 支 援

事 業 及 び ス マ ー ト ウ ェ ル ネ ス 住 宅 等 推

進 事 業 （ 地 域 生 活 拠 点 型 再 開 発 事 業 に

限 る 。 ） に 限 る 。 ）

（ 略 ） （ 略 ）

新 し い 地 方 経 済 ・ 生 活 環 境 創 生 基 盤 整

備 交 付 金 （ 港 湾 関 係 の 事 業 を 除 く 。 ）

（ 新 設 ）

（ 略 ） （ 略 ）

令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

有効期間が６年であるもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第109625号 配合肥料 くみあい尿素苦土炭カ

ル 入 り 粒 状 複 合
NK56Ca

ホクレン肥料株式会
社

北海道札幌市中央区北
４条西１丁目１番地

生第109629号 混合苦土肥料 ミネライザー サナテックシード株
式会社

東京都港区虎ノ門三丁
目７番10号ランディッ
ク虎ノ門ビル

生第109635号 配合肥料 くみあい養液栽培用
ロックメイトR（鉄添
加）

協同肥料株式会社 愛知県名古屋市港区い
ろは町１丁目23番地

生第109636号 配合肥料 くみあい養液栽培用
ロックメイトT（鉄添
加）

協同肥料株式会社 愛知県名古屋市港区い
ろは町１丁目23番地

生第109644号 液状肥料 マグ鉄グリーン 有限会社ゆうびえん 長崎県佐世保市皆瀬町
２番地２

輸第109619号 副産肥料 エンザアミン２号 クリエイトインター
ナショナル株式会社

大阪府大阪市中央区本
町一丁目５番６号

輸第109624号 硝酸石灰 硝酸石灰14 株式会社welzo 福岡県福岡市博多区博
多駅東一丁目14番３号

輸第109633号 硫酸アンモニ
ア

硫酸アンモニア 雲涛有機株式会社 京都府相楽郡和束町大
字中小字平田13番地の
１

輸第109643号 化成肥料 有機入り3351号 株式会社泰安物産 福岡県福岡市博多区博
多駅前三丁目22番６号

輸第109648号 ホルムアルデ
ヒド加工尿素
肥料

ホルム窒素38 株式会社ファイマ
テック

東京都千代田区神田淡
路町二丁目23番１号

輸第109649号 化成肥料 JK化成101010 セントラルグリーン
株式会社

新潟県新発田市本田
3418番地

輸第109650号 ひまし油かす
及びその粉末

ひまし油粕４１１ 株式会社中村商会 東京都中央区日本橋本
石町三丁目１番７号

輸第109651号 化成肥料 154433燐安 株式会社中村商会 東京都中央区日本橋本
石町三丁目１番７号

輸第109652号 化成肥料 有機入り硝安化成16
８８２0.30.2

アイアグリ株式会社 茨城県土浦市北神立町
２番地12

輸第109653号 配合肥料 プロアミノK NCTアグリ株式会
社

東京都千代田区外神田
一丁目18番13号

輸第109654号 液状肥料 RODALGO アリスタ ライフサ
イエンス株式会社

東京都中央区日本橋一
丁目４番１号

輸第109655号 熔成りん肥 18.0熔成りん肥２号 有限会社キャピタ
ル・イチ・マル・ロ
ク

新潟県新潟市中央区関
屋下川原町一丁目３番
地15

外第109617号 硫酸マンガン
肥料

YH硫酸マンガン肥料
31号

青島宇慧緑色工貿有
限公司

中華人民共和国(山東)
自由貿易試験区青島片
区前湾保税港区莫斯科
路38号（A）

グリーンコスモス株
式会社
（国内管理人）

北海道苫小牧市新開町
三丁目１３番２号

２ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）は、次のとおりであ
る。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。）

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 八 百 六 十 四 号

国 土 交 通 省 所 管 の 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 事 務 の 一 部 を 都 道 府 県 の 知 事 が 行 う こ と と な っ た 件 （ 平

成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 百 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 七 年 九 月 九 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌





（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
一
般
会
計
）

（
一
般
会
計
）

目

目

（
略
）

（
略
）

住
宅
市
街
地
総
合
整
備
促
進
事
業
費
補
助

（
地
域
居
住
機
能
再
生
推
進
事
業
（
地
域
居

住
機
能
再
生
推
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
防
災
・
省
エ
ネ
ま
ち
づ
く
り
緊
急
促

進
事
業
、
密
集
市
街
地
総
合
防
災
事
業
（
密

集
市
街
地
総
合
防
災
事
業
と
し
て
行
う
ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
空
き
家
対
策
総
合
支
援
事
業
（
空
き

家
対
策
総
合
支
援
事
業
と
し
て
行
う
ス
マ
ー

ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
住
宅
・
建
築
物
防
災
力
緊
急
促
進
事

業
（
建
築
物
耐
震
対
策
緊
急
促
進
事
業
、
地

域
防
災
力
向
上
支
援
モ
デ
ル
事
業
、
暮
ら
し

維
持
の
た
め
の
安
全
・
安
心
確
保
モ
デ
ル
事

業
、
評
価
・
調
査
事
業
、
普
及
・
広
報
事
業

及
び
事
務
事
業
を
除
く
。）及
び
ス
マ
ー
ト

ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
（
地
域
生
活

拠
点
型
再
開
発
事
業
に
限
る
。）に
限
る
。）

住
宅
市
街
地
総
合
整
備
促
進
事
業
費
補
助

（
地
域
居
住
機
能
再
生
推
進
事
業
（
地
域
居

住
機
能
再
生
推
進
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
防
災
・
省
エ
ネ
ま
ち
づ
く
り
緊
急
促

進
事
業
、
密
集
市
街
地
総
合
防
災
事
業
（
密

集
市
街
地
総
合
防
災
事
業
と
し
て
行
う
ス

マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
空
き
家
対
策
総
合
支
援
事
業
（
空
き

家
対
策
総
合
支
援
事
業
と
し
て
行
う
ス
マ
ー

ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
を
除

く
。）、
地
域
防
災
拠
点
建
築
物
整
備
緊
急
促

進
事
業
（
建
築
物
耐
震
対
策
緊
急
促
進
事
業

及
び
地
域
防
災
力
向
上
支
援
モ
デ
ル
事
業
を

除
く
。）及
び
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等

推
進
事
業
（
地
域
生
活
拠
点
型
再
開
発
事
業

に
限
る
。）に
限
る
。）

（
略
）

（
略
）

都
市
再
生
推
進
事
業
費
補
助
（
都
市
再
生
総

合
整
備
事
業
補
助
金
、
国
際
競
争
拠
点
都
市

整
備
事
業
補
助
金
（
国
際
競
争
流
通
業
務
拠

点
整
備
事
業
の
う
ち
調
査
・
評
価
等
事
業
及

び
事
務
事
業
を
除
く
。）、
ま
ち
な
か
ウ
ォ
ー

カ
ブ
ル
推
進
事
業
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
活

用
型
都
市
構
築
支
援
事
業
、
都
市
空
間
情
報

デ
ジ
タ
ル
基
盤
構
築
支
援
事
業
及
び
地
方
移

住
促
進
テ
レ
ワ
ー
ク
拠
点
施
設
整
備
支
援
事

業
に
限
る
。）

都
市
再
生
推
進
事
業
費
補
助
（
都
市
再
生
総

合
整
備
事
業
補
助
金
、
国
際
競
争
拠
点
都
市

整
備
事
業
補
助
金
（
国
際
競
争
流
通
業
務
拠

点
整
備
事
業
の
う
ち
調
査
・
評
価
等
事
業
及

び
事
務
事
業
を
除
く
。）、
ま
ち
な
か
ウ
ォ
ー

カ
ブ
ル
推
進
事
業
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
活

用
型
都
市
構
築
支
援
事
業
及
び
地
方
移
住
促

進
テ
レ
ワ
ー
ク
拠
点
施
設
整
備
支
援
事
業
に

限
る
。）

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
の
予
算
に
係
る
補
助
金
等
か
ら
適
用

す
る
。

２

令
和
六
年
度
以
前
の
予
算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

人
事
異
動

叙
位
・
叙
勲

褒

賞

令和年月日 火曜日 第号官 報

〇
叙
勲

悠
仁

親
王

大
勲
位
菊
花
大
綬
章
を
授
け
る
（
九
月
六
日
）

紺
綬
褒
章

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
八
月
二
十
七
日
、
紺
綬
褒
章
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

吉
田

一
衛

小
林

六
子

野
口

京

赤
司
己
喜
雄

矢
田

悠

小
山
田
浩
定

石
田
富
美
代

北
村

典

石
川

智
基

伊
藤

獻
一

松
澤

昭
夫

須
永

理
子

須
永

壮
一

山
下

裕

渡
辺

康
子

金
沢

剛

齋
藤

賢
一

島
木

英
彦

川
畑

勲

山
口

辰
久

石
割
俊
一
郎

金
田

安
夫

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
八
月
二
十
七
日
、
紺
綬
褒
章
並
び
に
賞
杯
を
授
か
っ
た

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
井

敬
子

奥
井

隆

田
中
美
智
子

淺
井
美
智
代

宮
田

昇
始

浅
井

勝
一

海
老
原
イ
チ
コ

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紺
綬
褒
章
並
び
に
同
第
五
条
に

よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
飾
版

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
八
月
二
十
七
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
を
授
か
っ

た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

多
賀

知
子

牧
田

幸
弘

中
田

隆

坂
本

光
章

豊
田

迪
子

堂
本

潤

松
本

孝
弘

久
木
野
政
教

高
塩

和
夫

渡
邉

精
二

藤
沢

昭
和

山
口

高
央

松
田

芳
己

林

欣
治

杉
村

克
治

石
黒

竜

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る
（
各
通
）

池

俊
明

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
二
個
を
授
け
る

四
方

祥
樹

北
井

幸
治

褒
章
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
を
授
け
る
（
各
通
）

紺
綬
褒
章
飾
版
並
び
に
賞
杯

公
益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
八
月
二
十
七
日
、
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾
版
並
び
に
賞

杯
を
授
か
っ
た
者
又
は
贈
与
さ
れ
た
者
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。牧

寛
之

横
尾

忠
則

河
内

祐
二

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
授
け

る
（
各
通
）

オ
マ
ー
ン
国
人

モ
ハ
メ
ッ
ド

サ
ウ
ド

サ
リ
ー
ム

バ
フ
ワ
ン

ア
ル

ム
ハ
イ
ニ

褒
章
条
例
第
三
条
第
一
項
に
よ
り
紺
綬
褒
章
に
付
す
る
飾

版
一
個
並
び
に
同
第
五
条
に
よ
り
木
杯
一
組
台
付
を
贈
与

す
る

褒
状公

益
の
た
め
多
額
の
私
財
を
寄
附
し
た
の
で
、
令
和
七

年
八
月
二
十
七
日
、
褒
状
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

サ
ガ
ミ
レ
ス
ト
ラ
ン
ツ
株
式
会
社

永
井
産
業
株
式
会
社

第
一
カ
ッ
タ
ー
興
業
株
式
会
社

ま
ほ
ろ
ば
風
力
発
電
株
式
会
社

大
鉄
工
業
株
式
会
社

辰
巳
マ
リ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
テ
ラ
・
コ
ン
フ
ェ
ク
ト

株
式
会
社
永
和
シ
ス
テ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

株
式
会
社
阪
急
交
通
社

株
式
会
社
ロ
イ
ズ
コ
ン
フ
ェ
ク
ト

内

閣

総
務
副
大
臣

阿
達

雅
志

（
在
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
日
本
国
大

使
館
公
使
）
外
務
事
務
官

中
川

周

第
二
十
八
回
万
国
郵
便
大
会
議
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

期
間
は
令
和
七
年
十
月
三
日
ま
で
と
す
る
（
各
通
）

（
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
公
使
）

同

江
碕
智
三
郎

博
覧
会
国
際
事
務
局
総
会
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

（
大
臣
官
房
付
）
同

安
東

義
雄

博
覧
会
国
際
事
務
局
総
会
日
本
政
府
代
表
を
免
ず
る
（
以

上
九
月
五
日
）





皇 室 事 項

官 庁 報 告

登 録 番 号 商号、名称又は氏名

貸 金 業 法 第 二 十 七 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項
令和７年７月16日付で、日本貸金業協会への加
入を承認した業者

東京都知事
第32026号

リバーストーン・パート
ナーズ株式会社

東京都知事
第32027号

株式会社アレンダンド

東京都知事
第32028号

マーチャント・バンカー
ズ株式会社

新潟県知事
第01532号

株式会社Wisdom Hol‑
dings

富山県知事
第00683号

株式会社ゼクストフィン
テック

令和７年７月16日付で、日本貸金業協会からの
脱退を理事会に報告した業者（廃業）

山口県知事
第01128号

アイシン

大阪府知事
第03373号

秋山商事

登 録 番 号 商号、名称又は氏名

令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

東 テ ク 株 式 会 社

全 国 賃 貸 管 理 ビ ジ ネ ス 協 会

三 愛 オ ブ リ 株 式 会 社

株 式 会 社 コ ス モ ビ ュ ー テ ィ ー

ナ イ カ イ 塩 業 株 式 会 社

特 定 非 営 利 活 動 法 人 大 阪 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア

合 同 会 社 ユ ー ・ エ ス ・ ジ ェ イ

株 式 会 社 イ ト ゥ ビ ル

大 阪 商 工 信 用 金 庫

株 式 会 社 コ ノ ミ ヤ

株 式 会 社 ホ テ ル 三 日 月

株 式 会 社 Ｎ Ｈ Ｃ

ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社

日 本 住 宅 ロ ー ン 株 式 会 社

り ん か い 日 産 建 設 株 式 会 社

第 四 北 越 証 券 株 式 会 社

ダ イ ド ー 株 式 会 社

大 昭 建 設 株 式 会 社

有 限 会 社 ケ イ テ ィ シ ー

中 西 電 機 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 ブ ラ イ ト ピ ッ ク

株 式 会 社 平 安 閣

株 式 会 社 名 古 屋 冠 婚 葬 祭 互 助 会

Ｈ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社

株 式 会 社 九 南

野 村 不 動 産 株 式 会 社

公 益 財 団 法 人 イ オ ン ワ ン パ ー セ ン ト ク ラ ブ

ク リ ー ン 産 業 株 式 会 社

株 式 会 社 中 脇 組

高 知 信 用 金 庫

株 式 会 社 金 沢 柿 田 商 店

褒 章 条 例 第 二 条 に よ り 褒 状 を 授 け る （ 各 通 ）

追 賞 褒 状

公 益 の た め 多 額 の 私 財 を 寄 附 し た の で 、 令 和 七

年 八 月 二 十 七 日 、 褒 状 を 授 か っ た 者 は 、 次 の と お

り で あ る 。

故 渡 部 陽 子 遺 族 渡 部 怡 子

故 山 口 房 子 遺 族 山 口 紘 一

故 内 藤 要 三 遺 族 内 藤 晶 子

故 小 林 久 晃 遺 族 小 林 裕 明

褒 章 条 例 第 六 条 に よ り 褒 状 を 授 け る （ 各 通 ）

故 長 岡 末 弘 遺 族 長 岡 恵

褒 章 条 例 第 六 条 に よ り 褒 状 三 枚 を 授 け る

追 賞 賜 杯

公 益 の た め 多 額 の 私 財 を 寄 附 し た の で 、 令 和 七

年 八 月 二 十 七 日 、 賞 杯 を 授 か っ た 者 は 、 次 の と お

り で あ る 。

故 岡 崎 ま ゆ み 遺 族 杉 本 栄 雄

褒 章 条 例 第 六 条 に よ り 木 杯 一 組 台 付 を 授 け る

故 服 部 稔 遺 族 服 部 好 治

褒 章 条 例 第 六 条 に よ り 木 杯 一 組 台 付 二 個 を 授 け る

追 賞 賜 杯

自 己 の 危 難 を 顧 み ず 人 命 の 救 助 に 尽 力 し た の

で 、 令 和 七 年 八 月 二 十 七 日 、 賞 杯 を 授 か っ た 者 は 、

次 の と お り で あ る 。
故 坂 本 秀 雄 遺 族 坂 本 聖 子

褒 章 条 例 第 六 条 に よ り 銀 杯 一 個 を 授 け る

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 北 マ ケ ド ニ ア の 独 立 記 念 日 に つ き 、

九 月 五 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

官 庁 事 項

貸 金 業 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 三 十 二 号 ） 第 三

十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 日 本 貸 金 業 協 会 よ り

届 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 四 十 一 条 の 十 二 第 四 号

の 規 定 に よ り 公 示 す る 。

令 和 七 年 九 月 九 日 金 融 庁 長 官 伊 藤 豊





公 告

令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

失踪宣告取消

除 権 決 定






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始





令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

破産債権の届出期間及び一般
調査期間






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

特別清算開始
令和７年（ヒ）第４号
茨城県土浦市沢辺字下原57番地29
清算株式会社 株式会社ＨＦ
代表清算人 木村 浩一
１ 決定年月日 令和７年８月27日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

水戸地方裁判所土浦支部
令和７年（ヒ）第６号
静岡県浜松市中央区大久保町1509番地
清算株式会社 日星アスカ開発株式会社
代表清算人 内野 雅和
１ 決定年月日 令和７年８月27日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

静岡地方裁判所浜松支部民事部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第１０１号
高知県高知市春野町西諸木986番地
清算株式会社 春野管理株式会社
代表清算人 末松 秀敏
１ 決定年月日 令和７年８月22日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 本協定における用語の定義
本協定の対象となる債権（以下「協定債
権」といい、協定債権を有する債権者を「協
定債権者」という。）は、清算株式会社に対
する特別清算開始の命令があった令和７年
６月17日（以下「本特別清算開始日」とい
う。）までの原因に基づいて生じた債権並び
に特別清算手続中に発生する利息及び遅延
損害金（一般の先取特権その他一般の優先
権がある債権、特別清算の手続のために清
算株式会社に対して生じた債権及び特別清
算の手続に関する清算株式会社に対する費
用請求権を除く。）である。
協定債権者及び各協定債権者のうち本特
別清算開始日時点の元本の金額（以下「元
本債権」という。）は、別紙「協定債権者一
覧及び弁済割合」記載のとおりである。
２ 弁済方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する預貯金口座に振り込む方法により行
う。振込手数料は、清算株式会社の負担と
する。

第２ 協定債権に対する弁済及び権利変更
１ 弁済
清算株式会社は、協定債権者に対し、本
協定に係る認可決定が確定した日（以下「協
定認可決定確定日」という。）から１か月以
内の清算株式会社が別途指定する日（以下
「本弁済日」という。）に、協定認可決定確
定日に清算株式会社が保有する現預金から
清算費用その他将来支出を要するものと合
理的に見積もることができる諸費用を控除
した残額を弁済原資として、別紙「協定債
権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を
乗じた金額（１円未満の端数は四捨五入。
以下同じ。）を支払う（以下「本弁済」とい
う。）。

２ 権利変更（免除の効力発生日及び免除の
内容）
協定債権者は、清算株式会社に対し、本
弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を
控除した残額全額についてその債務を免除
する。
３ 新たな資産が発見された場合の特則
本弁済実施後、清算株式会社に新たな資
産が発見された場合、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価処分し、当該資産の換価
処分が完了した時点で清算株式会社が保有
する現預金から清算費用その他将来支出を
要するものと合理的に見積もることができ
る諸経費を控除してもなお残額が存すると
きには、清算株式会社が別途指定する日に、
各協定債権者に対して、当該残額を弁済原
資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済
割合」記載の弁済割合を乗じた金額を支払
う。この場合、前記２の債務免除は、新た
にされた弁済の限度で、その効力を失う。

（別紙省略）
高知地方裁判所民事部

更生債権等の特別調査期間

令和７年（ミ）第１号
大阪市中央区大手前１丁目７番31号ＯＭＭビ
ル16階
更生会社 株式会社ケンショウ
特別調査期間 令和７年９月17日から令和７年９
月18日まで
令和７年８月28日

大阪地方裁判所第６民事部

再生計画認可

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止






令
和

年

月

日
火
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 火曜日 第号官 報
企
業
年
金
基
金
清
算
結
了
公
告

当
企
業
年
金
基
金
は
、
令
和
７
年
８
月
18日
関
東
信
越

厚
生
局
長
の
承
認
に
よ
り
清
算
を
結
了
し
た
の
で
、
確
定

給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
第
63条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
ま
す
。

令
和
７
年
９
月
９
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
17番
１
号

ジ
ャ
パ
ン
ビ
バ
レ
ッ
ジ
企
業
年
金
基
金

清
算
人
新
藤
和
良

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は

会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し

て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行

及
び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
日

掲
載
頁

七
十
二
頁
（
号
外
第
一
三
八
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
一
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
テ
ラ
ス
カ
イ

代
表
取
締
役

佐
藤

秀
哉

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
一
番
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｄ
ｉ
ｃ
ｅ
Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

代
表
取
締
役

渡
邉

辰
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
六
六
頁
（
号
外
第
一
九
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
六
六
頁
（
号
外
第
一
九
一
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

香
川
県
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
九
六
三

（
甲
）
株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ

代
表
取
締
役

太
田

孝
治

香
川
県
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
六
二
八
番
地
九
六
三

（
乙
）
株
式
会
社
力
夢

代
表
取
締
役

太
田

孝
治

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
三

五
四

三
山
内
ビ
ル

五
〇
一合

同
会
社
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

代
表
社
員

伊
藤

吉
昭

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
あ
り
組
織
変

更
後
の
商
号
は
東
京
ス
タ
ッ
シ
ュ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

神
奈
川
県
横
浜
市
神
奈
川
区
金
港
町
五

一
四

ク
ア
ド
リ
フ
ォ
リ
オ
八
階ラ

イ
フ
ラ
バ
ー
合
同
会
社

代
表
社
員

井
上

寿
毅

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

静
岡
県
牧
之
原
市
布
引
原
四
九
七
番
地
四

合
同
会
社
Ｇ
Ｅ
Ｍ

代
表
社
員

株
式
会
社
池
ノ
沢
工
業

職
務
執
行
者

望
月

史

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
十
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
安
博
集
成
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

大
阪
市
浪
速
区
元
町
一
丁
目
七
番
二

七
〇
一
号

Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
合
同
会
社

代
表
社
員

チ
ェ
ン
シ
ン
イ

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
〇
〇
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号

合
同
会
社
Ｄ
Ｇ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
社
員

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
Ｈ
Ｄ

職
務
執
行
者

清
水

勇
人

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
八
千
五
十
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
九
月
九
日

愛
媛
県
松
山
市
三
番
町
四
丁
目
一
二
番
地
一

コ
ン
ヒ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

﨑
山

俊
樹

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
十
億
二
五
〇
〇
万
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
金
七
億
二
五
〇
〇
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
日

掲
載
頁

五
十
二
頁
（
号
外
第
一
二
二
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
一
番
一
号
山

王
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
三
階

デ
ィ
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
セ
ン
タ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ポ
ー
ル
・
ダ
ニ
エ
ル
・
サ
ル
ニ

コ
フ

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ

二
億
一
千
二
百
五
十
万
円
減
少
し
、資
本
金
を
五
千
万
円
、

資
本
準
備
金
を
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.jr -sh

ik
o
k
u
.co
.jp
/

令
和
七
年
九
月
九
日

香
川
県
綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
三
番
丁
三
六
番
地
二

株
式
会
社
め
り
け
ん
や

代
表
取
締
役

三
木

有
人

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
全
額
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
四
千
万
円
、
〇
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
六
日

掲
載
頁

一
〇
二
頁
（
号
外
第
一
〇
八
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
中
央
街
五
番
一
四
号

博
多
ス
テ
イ
シ
ョ
ン
フ
ー
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
々
木
洋
子





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
一

改
正
前
欄

終
り
か
ら二
拳
筋
前
転
法

挙
筋
前
転
法

令和年月日 火曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ

り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

広
島
県
東
広
島
市
西
条
中
央
三
丁
目
一
七
番
三
〇
号

ア
ケ
タ
有
限
会
社

代
表
取
締
役

明
田

祥
吾

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

三
重
県
津
市
大
里
野
田
町
一
六
二
七
番
地

株
式
会
社
三
重
ヒ
ヨ
コ

代
表
取
締
役

森

康
一

株
式
併
合
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
二
一
・
五
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
当

社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
一
番
一
号
山

王
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
三
階

デ
ィ
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
セ
ン
タ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ポ
ー
ル
・
ダ
ニ
エ
ル
・
サ
ル

ニ
コ
フ

株
式
交
換
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
Ａ
ｊ
ｉ
ｒ
ｏ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
七
年
十
月
十
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号

株
式
会
社
Ｇ
ｉ
ｎ
ｃ
ｏ

代
表
取
締
役

梶

夢
佑
斗

資
本
金
、
資
本
準
備
金
及
び
利
益
準
備
金
の
額
の
減
少
公

告
当
社
の
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
及
び
第
二
種
金
融
商

品
取
引
業
の
廃
止
を
条
件
に
、
当
社
は
、
資
本
金
の
額
を

三
百
九
十
億
五
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
億
六

百
六
十
八
万
九
千
六
百
十
九
円
、
利
益
準
備
金
の
額
を
十

二
億
五
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

三
頁

ま
た
、
当
社
の
商
号
は
当
社
の
第
一
種
金
融
商
品
取
引

業
及
び
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
を
条
件
に
、
ク

レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
株
式
会
社
へ
変
更
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。令

和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
一
番
一
号

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

連
ユ
ー
ジ
ン

株
式
交
換
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
株
式
会
社
Ｇ
ｉ
ｎ
ｃ
ｏ
（
乙
、
住
所

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号
）
を
完
全
子

会
社
と
す
る
株
式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
株
式
交
換
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
両
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
一
七
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
二
七
番
四
号

株
式
会
社
Ａ
ｊ
ｉ
ｒ
ｏ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

代
表
取
締
役

梶

夢
佑
斗

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
一
千
二
百
六
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001282/3i8y

/

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
七
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001432/2w

9j/

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

令
和
七
年
二
月
二
十
日
（
号
外
第
三
十
四
号
）
厚
生
労

働
省
告
示
第
三
十
一
号
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
号
外
第
一
九
六
号
）
掲
載

の
解
散
公
告
中
、「
令
和
七
年
八
月
一
日
」
と
あ
る
は
「
令

和
七
年
七
月
三
十
一
日
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

Ｕ
Ｉ

Ｋ
ｏ
ｎ
ａ
ｎ

Ｋ
ａ
ｎ
ｓ
ａ
ｉ
特
定
目

的
会
社

代
表
清
算
人

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
千
四
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
一
五
番
三
号
ジ
パ
ン

グ
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
内

S
tra
its
H
im
a
w
a
ri
T
M
K
T
w
o 特
定
目
的
会
社

取
締
役

横
倉

弘
和

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
千
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
九
十
号
）

令
和
七
年
九
月
九
日

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
一
五
番
三
号
ジ
パ
ン

グ
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
内

S
tra
its
H
im
a
w
a
ri
T
M
K
O
n
e 特
定
目
的
会
社

取
締
役

横
倉

弘
和




		2025-09-08T14:34:40+0900
	C＝JP,O＝Cabinet Office,CN＝Cabinet Office
	NationalPrintingBerau
	内閣府より署名済み


	



